
問い合わせ先及び申請書の照会先

○ 「租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大臣が財

務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明願」（別添２）について

→ 医療法人の主たる事務所を管轄する各地方厚生局管理課へ

地方厚生局名 住所 電話番号

ファクシミリ番号

〒 060-0807 

北 海道札幌 市北 区北８条 西２丁目１番 １号 

札幌第１合同庁舎６階 

Tel:011-796-5155
北海道厚生局

管理課 Fax:011-796-5133

〒980-8426 Tel:022-206-5215
東北厚生局 宮城県仙台市青葉区花京院１－１－２０
管理課 花京院スクエア２１階 Fax:022-726-9268

〒330-9713 Tel:048-740-0811
関東信越厚生局 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

管理課 さいたま新都心合同庁舎１号館７階 Fax:048-601-0514

〒460-0001 Tel:052-228-6192
東海北陸厚生局 愛知県名古屋市中区三の丸２－２－１

管理課 名古屋合同庁舎第１号館６階 Fax:052-228-6237

〒541-8556 Tel:06-6942-2248
近畿厚生局 大阪府大阪市中央区大手前４－１－７６
管理課 大阪合同庁舎第４号館３階 Fax:06-6942-2330

〒730-0012 Tel:082-223-8262
中国四国厚生局 広島県広島市中区上八丁堀６－３０

管理課 広島合同庁舎４号館２階 Fax:082-223-8265

〒812-0011 Tel:092-707-1122
九州厚生局 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－８
管理課 住友生命博多ビル４Ｆ Fax:092-707-1126

○ 「租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大臣が財

務大臣と協議して定める基準のうち第２号イに該当している旨の証明願」（別添３）

について

→ 証明の対象となる医療施設が所在する各都道府県医療法人担当部署へ

○ 「特定医療法人としての承認を受けるための申請書」について

→ （照会先）最寄りの国税局（簡易な事項は税務署）

（提出先）納税地の所轄税務署


















